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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　測定時に被測定物に当接させる測定基準面を有する金属製の水準器基体と、この水準器
基体に設ける測定用気泡管と、前記測定基準面に設けた磁石露出孔から露出するように設
けた磁石部とから成り、前記磁石露出孔から露出した前記磁石部によって前記測定基準面
を前記被測定物に吸着固定させて前記測定用気泡管の気泡の位置に基づいて前記被測定物
の水平度や垂直度を測定する水準器の製造方法であって、前記測定基準面を位置決め面と
して打ち抜くプレス加工によって前記水準器基体に位置決め孔を形成し、この位置決め孔
に前記磁石部を係止する磁石取付用係止部を設けたカバー部材若しくは磁石部係止部材を
位置決め係止すると共に、前記磁石取付用係止部に前記磁石部を係止して、前記測定基準
面を設けた前記水準器基体の当接部の板厚が設計基準値よりも厚め若しくは薄めに形成さ
れた場合でも、組み付けた前記磁石部の前記磁石露出孔側の端面位置が、この当接部の厚
みの変動に影響されることなく、前記測定基準面に対して一定の位置に配設されることを
特徴とする水準器の製造方法。
【請求項２】
　永久磁石に前記磁石取付用係止部に係合する係合部を設けた金属板を吸着させて前記磁
石部を形成し、この係合部を前記磁石取付用係止部に係合し、この磁石部を取り付けた前
記カバー部材若しくは前記磁石部係止部材を前記位置決め孔に位置決め係止して、前記磁
石露出孔から露出する前記金属板の下端部を前記測定基準面に対して一定の位置に配設す
ることを特徴とする請求項１記載の水準器の製造方法。



(2) JP 5721689 B2 2015.5.20

10

20

30

40

50

【請求項３】
　測定時に被測定物に当接させる測定基準面を有する金属製の水準器基体と、この水準器
基体に設ける測定用気泡管と、前記測定基準面に設けた磁石露出孔から露出するように設
けた磁石部とから成り、前記磁石露出孔から露出した前記磁石部によって前記測定基準面
を前記被測定物に吸着固定させて前記測定用気泡管の気泡の位置に基づいて前記被測定物
の水平度や垂直度を測定する水準器の製造方法であって、前記測定基準面を位置決め面と
して打ち抜くプレス加工によって前記水準器基体に位置決め孔を形成し、この位置決め孔
に前記磁石部を係止して、前記測定基準面を設けた前記水準器基体の当接部の板厚が設計
基準値よりも厚め若しくは薄めに形成された場合でも、組み付けた前記磁石部の前記磁石
露出孔側の端面位置が、この当接部の厚みの変動に影響されることなく、前記測定基準面
に対して一定の位置に配設されることを特徴とする水準器の製造方法。
【請求項４】
　永久磁石に前記位置決め孔に係合する係止部を設けた金属板を吸着させて前記磁石部を
形成し、この係止部を前記位置決め孔に係止して、前記磁石露出孔から露出する前記金属
板の下端部を前記測定基準面に対して一定の位置に配設することを特徴とする請求項３記
載の水準器の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、磁石付きの水準器の製造方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　測定用気泡管の気泡の位置に基づいて被測定物の水平度や垂直度を測定する水準器にお
いて、従来、磁石を水準器内に設けて、水準器の測定基準面に設けた磁石露出孔から磁石
を露出させて、この露出する磁石の吸着力（磁力）によって水準器を被測定物に吸着させ
て測定することができる磁石付き水準器がある。
【０００３】
　従来の磁石付き水準器は、測定基準面に磁石を露出するための磁石露出孔を設け、磁石
は測定基準面を設けた当接部（例えば底板部）の厚みと同様の突出量に設定した凸部を設
けた形状に形成し、この磁石の凸部を磁石露出孔に測定基準面の裏側となる内面側から嵌
入すると共に、この磁石を前記内面側に押圧して圧接状態に固定し、磁石凸部の端部が測
定基準面と略面一状態となるように磁石を水準器内に配設した構成としたものが一般的で
あった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－１８３１６９号公報
【特許文献２】特開平１１－１８３１７０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、測定基準面を有する当接部の板厚は加工精度のバラツキの範囲内で変動
し、設計上の板厚に対して厚くなる場合と薄くなる場合がある。
【０００６】
　この当接部の板厚が設計値よりも厚くなると、測定基準面を被測定物に当接させた際の
磁石端部と被測定物との間隔が開き、被測定物に対して磁石が遠ざかることによって吸着
力が弱まり、所望の吸着力を発揮できなくなる可能性がある。
【０００７】
　また、当接部の板厚が設計値よりも薄くなると、磁石露出孔に嵌入した磁石凸部の端部
が測定基準面から突出して、測定時、測定基準面を被測定物に当接させる際に、この磁石
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凸部が被測定物に当接してしまい、測定基準面が被測定物に当接しなくなるため測定精度
（水準器の水平度の信頼性）が低下し、正確な水平度、垂直度を測定することができなく
なってしまう可能性がある。
【０００８】
　本発明は、上述のような現状に鑑みなされたもので、水準器基体の測定基準面を有する
当接部の板厚が変動しても、磁石露出孔から露出する磁石の端部が測定基準面から遠ざか
ったり或いは突出したりすることなく、常に磁石の端部が所望位置に配設される画期的な
水準器を製造するための水準器の製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　添付図面を参照して本発明の要旨を説明する。
【００１０】
　測定時に被測定物に当接させる測定基準面１を有する金属製の水準器基体２と、この水
準器基体２に設ける測定用気泡管３と、前記測定基準面１に設けた磁石露出孔４から露出
するように設けた磁石部５とから成り、前記磁石露出孔４から露出した前記磁石部５によ
って前記測定基準面１を前記被測定物に吸着固定させて前記測定用気泡管３の気泡の位置
に基づいて前記被測定物の水平度や垂直度を測定する水準器の製造方法であって、前記測
定基準面１を位置決め面として打ち抜くプレス加工によって前記水準器基体２に位置決め
孔７を形成し、この位置決め孔７に前記磁石部５を係止する磁石取付用係止部８を設けた
カバー部材９若しくは磁石部係止部材18を位置決め係止すると共に、前記磁石取付用係止
部８に前記磁石部５を係止して、前記測定基準面１を設けた前記水準器基体２の当接部12
の板厚が設計基準値よりも厚め若しくは薄めに形成された場合でも、組み付けた前記磁石
部５の前記磁石露出孔４側の端面位置が、この当接部12の厚みの変動に影響されることな
く、前記測定基準面１に対して一定の位置に配設されることを特徴とする水準器の製造方
法に係るものである。
【００１１】
　また、永久磁石５Ａに前記磁石取付用係止部８に係合する係合部11を設けた金属板５Ｂ
を吸着させて前記磁石部５を形成し、この係合部11を前記磁石取付用係止部８に係合し、
この磁石部５を取り付けた前記カバー部材９若しくは前記磁石部係止部材18を前記位置決
め孔７に位置決め係止して、前記磁石露出孔４から露出する前記金属板５Ｂの下端部を前
記測定基準面１に対して一定の位置に配設することを特徴とする請求項１記載の水準器の
製造方法に係るものである。
【００１２】
　また、測定時に被測定物に当接させる測定基準面１を有する金属製の水準器基体２と、
この水準器基体２に設ける測定用気泡管３と、前記測定基準面１に設けた磁石露出孔４か
ら露出するように設けた磁石部５とから成り、前記磁石露出孔４から露出した前記磁石部
５によって前記測定基準面１を前記被測定物に吸着固定させて前記測定用気泡管３の気泡
の位置に基づいて前記被測定物の水平度や垂直度を測定する水準器の製造方法であって、
前記測定基準面１を位置決め面として打ち抜くプレス加工によって前記水準器基体２に位
置決め孔７を形成し、この位置決め孔７に前記磁石部５を係止して、前記測定基準面１を
設けた前記水準器基体２の当接部12の板厚が設計基準値よりも厚め若しくは薄めに形成さ
れた場合でも、組み付けた前記磁石部５の前記磁石露出孔４側の端面位置が、この当接部
12の厚みの変動に影響されることなく、前記測定基準面１に対して一定の位置に配設され
ることを特徴とする水準器の製造方法に係るものである。
【００１３】
　また、永久磁石５Ａに前記位置決め孔７に係合する係止部５Ｃを設けた金属板５Ｂを吸
着させて前記磁石部５を形成し、この係止部５Ｃを前記位置決め孔７に係止して、前記磁
石露出孔４から露出する前記金属板５Ｂの下端部を前記測定基準面１に対して一定の位置
に配設することを特徴とする請求項３記載の水準器の製造方法に係るものである。
【発明の効果】
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【００１４】
　本発明は上述のようにしたから、水準器基体を形成した際に、この水準器基体の測定基
準面を形成する当接部の板厚が設計基準値に対して変動して厚め若しくは薄めに形成され
ても、水準器基体に設けられた磁石部の端部は常に所望位置に配設されるので、この水準
器基体に設けられ測定基準面の磁石露出孔から露出する磁石部の端部が測定基準面から遠
ざかって吸着力が低下したり、或いは磁石部の端部が測定基準面から突出してこの磁石部
端部が被測定物に当接することで測定基準面が被測定物に当接しなくなり測定精度が低下
してしまったりするような不具合が生ずることが無い高品質な水準器を製造することがで
きる画期的な水準器の製造方法となる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施例１を示す説明斜視図である。
【図２】実施例１を示す分解斜視図である。
【図３】実施例１を示す説明平断面図である。
【図４】実施例１の一方のカバー部材を外した状態を示す説明平面図である。
【図５】実施例１の要部を示す説明側断面図である。
【図６】実施例２の要部を示す説明分解斜視図である。
【図７】実施例２の要部を示す説明平断面図である。
【図８】実施例３の要部を示す説明分解斜視図である。
【図９】実施例３の要部を示す説明平断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　好適と考える本発明の実施形態を、図面に基づいて本発明の作用を示して簡単に説明す
る。
【００１７】
　本発明は、水準器基体２にプレス加工によって磁石部５を係止する磁石取付用係止部８
を設けたカバー部材９若しくは磁石部係止部材18を位置決め係止する位置決め孔７を形成
する際、水準器基体２の測定基準面１をプレス加工時の位置決め面として前記プレス加工
をするので、このプレス加工によって水準器基体２に形成した位置決め孔７は、常に測定
基準面１から一定の距離を隔てた位置に形成されることとなる。
【００１８】
　即ち、プレス加工は極めて加工精度に優れた加工手段であり、このプレス加工によって
打ち抜かれる部分は、常に位置決め基準面に対して一定の位置に形成される。
【００１９】
　従って、本発明のように、測定時の基準面となるように平坦且つ水平な面に仕上げた測
定基準面１をプレス加工時の位置決め基準面として水準器基体２を位置決めることによっ
て、この水準器基体２の高さ方向位置は、プレス機の打ち抜き部に対して常に一定の位置
にセットされることとなり、これによって、水準器基体２に形成される位置決め孔７は、
この水準器基体２の測定基準面１を設けた当接部12の板厚が設計基準値よりも厚め若しく
は薄めに形成された場合でも、この当接部12の厚みの変動に影響されることなく、常に測
定基準面１から一定の距離を隔てた所望位置に形成されることとなる。
【００２０】
　この測定基準面１からの距離が変動せずに、この測定基準面１と常に一定の距離を隔て
た所望位置に形成される位置決め孔７を、磁石部５の配設位置を決めるための基準とする
ことによって、測定基準面１に対して磁石部５を常に一定の位置に配設することができる
こととなる。
【００２１】
　従って、水準器基体２を形成した際に、この水準器基体２の測定基準面１を形成する当
接部12の板厚が設計基準値に対して変動して厚め若しくは薄めに形成されても、水準器基
体２に設けられた磁石部５の端部は常に、測定基準面１に対して一定の距離を隔てた所望
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位置、例えば、磁石部５の端部を測定基準面１と面一状態に配設することができ、この水
準器基体２に設けられ測定基準面１の磁石露出孔４から露出する磁石部５の端部が、従来
のように当接部の板厚の変動によって測定基準面１から遠ざかって吸着力が低下したり、
或いは測定基準面１から突出してこの磁石部５の端部が被測定物に当接することで測定基
準面１が被測定物に当接しなくなり測定精度が低下してしまったりするような不具合が生
ずることが無く、磁石部５の吸着力を最大限に発揮することができる実用性に優れた水準
器を製造することができる画期的な水準器の製造方法となる。
【００２２】
　また、例えば、水準器基体２に測定用気泡管３を設けるための気泡管配設用打ち抜き部
６を位置決め孔７として形成すれば、プレス加工によって気泡管配設用打ち抜き部６を形
成することは従来の水準器でも多く行われていることであり、特別に行う作業ではないの
で、極めて容易に設計実現可能となる画期的な水準器となる。
【実施例１】
【００２３】
　本発明の具体的な実施例１について図１～図５に基づいて説明する。
【００２４】
　本実施例は、測定時に被測定物に当接させる測定基準面１を有する金属製の水準器基体
２と、この水準器基体２に設ける測定用気泡管３と、測定基準面１に設けた磁石露出孔４
から露出するように設けた磁石部５とから成り、磁石露出孔４から露出した磁石部５によ
って測定基準面１を被測定物に吸着固定させて測定用気泡管３の気泡の位置に基づいて被
測定物の水平度や垂直度を測定する水準器において、水準器基体２を形成した際に、この
水準器基体２の測定基準面１を形成する当接部12の板厚が設計基準値に対して変動して厚
め若しくは薄めに形成されても、水準器基体２に設けられた磁石部５の端部は常に所望位
置に配設され、この磁石部５の端部が測定基準面１から遠ざかって吸着力が低下したり、
或いは磁石部５の端部が測定基準面１から突出してこの磁石部５端部が被測定物に当接す
ることで測定基準面が被測定物に当接しなくなり測定精度が低下してしまったりするよう
な不具合が生じないように構成したものである。
【００２５】
　具体的には、水準器基体２の測定基準面１を位置決め面として打ち抜くプレス加工によ
って、測定用気泡管３を取り付けるための気泡管配設用打ち抜き部６を形成し、この気泡
管配設用打ち抜き部６自体を磁石取り付け位置の基準となる位置決め孔７とし、この位置
決め孔７に嵌合したカバー部材９に磁石取付用係止部８を設けて、この磁石取付用係止部
８に磁石部５を係止する構成として、この位置決め孔７の測定基準面１に対する高さを磁
石露出孔４から露出する磁石部５の端部が測定基準面１に対して所望位置となるように設
定した構成としたものである。
【００２６】
　更に具体的に説明すると、水準器基体２は、金属材料（例えばアルミ材）を断面Ｉ形状
を成す横長方形状に形成し、上面側及び底面側の各水平板部を、測定時、被測定物に当接
させる測定基準面１を形成した当接部12とし、この上面側と底面側との夫々の当接部12間
に架設状態に配設した垂直板部13に、測定用気泡管３を配設するための気泡管配設用打ち
抜き部６と磁石部５を配設するための磁石配設用打ち抜き部14を設けた構成としている。
【００２７】
　また、各当接部12は、この当接部12の長手方向に沿って、断面Ｖ形の凹溝15（Ｖ溝）を
設けて、測定基準面１を凸湾曲面状の外周面を有する被測定物（例えば管材など）の外周
面に当接させた際、この凹溝15に前記被測定物の外周面の一部が嵌入して、この測定基準
面１に形成した凹溝15の二本の溝縁部を前記被測定物に当接させることで安定して測定す
ることができるように構成している。
【００２８】
　また、本実施例は、この水準器基体２の上面側、底面側の夫々に設けた当接部12の測定
基準面１の一方側（本実施例では、底面側を磁石部５の吸着力によって被測定物に吸着固
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定する吸着面とし、他方側（本実施例では上面側）を磁石部５の吸着力が及ばない非吸着
面とした構成とし、この吸着面として構成した底面側の当接部12の測定基準面１に磁石部
５を露出させるための磁石露出孔４を形成し、この磁石露出孔４から露出する磁石部５の
吸着力（磁力）によって、この底面側の測定基準面１が被測定物に吸着するように構成し
ており、この磁石露出孔４は、細長形状に形成した二つの貫通孔から成り、測定基準面１
の長手方向中央部に、この測定基準面１に設けた凹溝15の夫々の溝縁部に沿って対向状態
に配設した構成としている。
【００２９】
　また、垂直板部13に形成する気泡管配設用打ち抜き部６及び磁石配設用打ち抜き部14は
、プレス加工によって打ち抜き形成する打ち抜き孔であり、具体的には、磁石露出孔４を
設けた底面側の当接部12の測定基準面１（磁石部５によって吸着面となる測定基準面１）
を位置決め面として打ち抜くプレス加工によって形成している。
【００３０】
　この気泡管配設用打ち抜き部６を、磁石露出孔４を設けた底面側の当接部12の測定基準
面１を位置決め面としたプレス加工によって形成することで、この気泡管配設用打ち抜き
部６が、常に測定基準面１から一定の間隔を隔てた位置に形成されるようにしている。
【００３１】
　即ち、本実施例の気泡管配設用打ち抜き部６は、測定基準面１に対して高さ方向の位置
が変わらず常に同じ高さ位置に形成される構成としている。
【００３２】
　本実施例の気泡管配設用打ち抜き部６について、更に具体的に説明すると、長手方向両
端部に測定用気泡管３の端部が係合し得る凸部を形成した略方形状に形状しており、本実
施例では、水平度測定用気泡管３を配設する水平気泡管配設用打ち抜き部６と垂直度測定
用気泡管３を配設する垂直気泡管配設用打ち抜き部６と４５度測定用気泡管３を配設する
４５度気泡管配設用打ち抜き部６との三つの気泡管配設用打ち抜き部６を形成している。
【００３３】
　また、本実施例は、この気泡管配設用打ち抜き部６を磁石取り付け位置の基準となる位
置決め孔７とし、この気泡管配設用打ち抜き部６（位置決め孔７）によって後述する一対
のカバー部材９が位置決められて水準器基体２に装着される構成としている。
【００３４】
　この水準器基体２に装着する一対のカバー部材９は、水準器基体２の上面側、底面側の
各測定基準面１のみが露出するようにして、この水準器基体２を左右両側から挟み込むよ
うに装着する構成としている。
【００３５】
　この一対のカバー部材９は、具体的には、平面視横長方形状に形成し、夫々、水準器基
体２の気泡管配設用打ち抜き部６に配設した測定用気泡管３を外部から視認可能にするた
めの複数の気泡管露出用開口部16を設けた構成とし、具体的には、水平度測定用気泡管３
用の横長方形状に形成した水平気泡管露出用開口部16と垂直度測定用気泡管３用の縦長方
形状に形成した垂直気泡管露出用開口部16と４５度測定用気泡管３用の傾斜方形状に形成
した４５度気泡管露出用開口部16との三つの気泡管露出用開口部16を設けた構成としてい
る。
【００３６】
　また、夫々のカバー部材９は、内側面に水準器基体２の気泡管配設用打ち抜き部６（位
置決め孔７）に嵌合する嵌合部10と磁石部５を係止する磁石取付用係止部８とを設けた構
成としている。
【００３７】
　具体的には、嵌合部10は三つ設け、水準器基体２の垂直板部13の三箇所に設けた夫々の
気泡管配設用打ち抜き部６（位置決め孔７）と嵌合するように構成し、具体的には、前記
気泡管配設用打ち抜き部６と略同形状に形成してこの気泡管配設用打ち抜き部６に嵌合し
得るように構成し、前述した気泡管露出用開口部16の開口縁に沿って内方に突設して周壁
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状に形成した構成としている。
【００３８】
　また、本実施例では、この嵌合部10に測定用気泡管３を取り付ける構成としており、具
体的には、周壁状に形成した嵌合部10に測定用気泡管３を取り付ける気泡管取付用凹部17
を形成し、この気泡管取付用凹部17に測定用気泡管３を嵌合係止する構成としている。
【００３９】
　また、磁石部５を係止する磁石取付用係止部８は、突起状に形成し、カバー部材９の内
側面に突設した構成とし、本実施例は、この突起状の磁石取付用係止部８に磁石部５に設
けた係合部11を係合させて磁石部５を位置決め係止する構成としている。
【００４０】
　具体的には、磁石部５は、永久磁石５Ａの両側に金属板５Ｂ（具体的には吸着力を増大
させるために用いるヨーク）を設けた構成とし、この金属板５Ｂに突起状の磁石取付用係
止部８と嵌合し得る係合部11としての嵌合孔11を設け、この嵌合孔11を突起状の磁石取付
用係止部８に嵌合させることによって、金属板５Ｂの下端部が測定基準面１に対して所望
位置（例えば磁石部５を構成するヨークとしての前記金属板５Ｂの下端部が測定基準面１
と面一状態となる位置や、例えば前記下端部が測定基準面１から所定量没入した位置、具
体的には、吸着力が所望の吸着力以上を発揮し得る程度に没入した位置）に位置決めされ
るように構成し、本実施例では、このヨークとして用いた金属板５Ｂの端部が磁石部５の
端部として測定基準面１と面一状態でこの測定基準面１に設けた磁石露出孔４から露出す
る構成としている。
【００４１】
　より具体的には、本実施例の金属板５Ｂは、測定基準面１に形成した凹溝15に端部が突
出しないよう、この凹溝15の傾斜に合わせて面取りし、この磁石部５としての金属板５Ｂ
の端部が測定基準面１及び凹溝15に対して面一状態となるように構成している。
【００４２】
　このように、本実施例は、磁石部５によって吸着面となる測定基準面１をプレス加工時
の位置決め面として気泡管配設用打ち抜き部６を形成し、この気泡管配設用打ち抜き部６
を磁石取り付け位置の基準となる位置決め孔７としたので、この気泡管配設用打ち抜き部
６（位置決め孔７）は測定基準面１に対する高さ方向の位置（測定基準面１からの距離）
が常に一定になり、この測定基準面１に対する高さ方向の位置（測定基準面１からの距離
）が常に一定の気泡管配設用打ち抜き部６（位置決め孔７）にカバー部材９の嵌合部10を
嵌合することで、カバー部材９は、高さ方向の装着位置が測定基準面１に対して常に一定
の位置に装着されることになり、このカバー部材９が測定基準面１に対して高さ方向の位
置が常に一定になることから、このカバー部材９に設けた磁石取付用係止部８も測定基準
面１に対して高さ方向の位置が常に一定となり、この測定基準面１に対して高さ方向の位
置が一定な磁石取付用係止部８に磁石部５を係止することで、磁石部５（具体的には磁石
部５の端部）の高さ方向の配設位置が測定基準面１に対して常に一定となるように構成し
て、水準器基体２を形成した際に、この水準器基体２の測定基準面１を形成する当接部12
の板厚が設計基準値に対して変動して厚め若しくは薄めに形成されても、この板厚の変動
に影響されることなく常に磁石部５の端部が測定基準面１と面一状態に配設されるように
構成している。
【実施例２】
【００４３】
　本発明の具体的な実施例２について図６～図７に基づいて説明する。
【００４４】
　実施例１では、測定基準面１を位置決め面とするプレス加工によって気泡管配設用打ち
抜き部６を形成し、この気泡管配設用打ち抜き部６を磁石取り付け位置の基準となる位置
決め孔７とした構成としたが、本実施例では、測定基準面１を位置決め面とするプレス加
工によって気泡管配設用打ち抜き部６とは別の磁石取り付け位置の基準となる位置決め孔
７を形成し、この位置決め孔７に磁石取付用係止部８を設けた磁石部係止部材18を係止す
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ることで、磁石取付用係止部８に係止した磁石部５を所望位置に位置決め係止して水準器
基体２側に設けた構成とした場合である。
【００４５】
　具体的には、水準器基体２は、磁石部５によって吸着面となる測定基準面１を位置決め
面として打ち抜くプレス加工によって、垂直板部13に測定用気泡管３を配設する気泡管配
設用打ち抜き部６と、この気泡管配設用打ち抜き部６とは別の部位に磁石取り付け位置の
基準となる位置決め孔７を形成し、この位置決め孔７に磁石部５を係止する磁石部係止部
材18を位置決め係止する構成としている。
【００４６】
　より具体的には、位置決め孔７は、後述する磁石部係止部材18が嵌合し得る嵌合孔に形
成した構成としており、本実施例では、磁石配設用打ち抜き部14の左右両側に設けた構成
としている。
【００４７】
　また、磁石部５は、実施例１と同様の構成であり、永久磁石５Ａの両側に金属板５Ｂ（
具体的には吸着力を増大させるために用いるヨーク）を設け、また、この金属板５Ｂに係
合部11としての嵌合孔11を設けた構成としている。
【００４８】
　また、磁石部係止部材18は、横長方形状（帯状）に形成し、左右端部に嵌合孔として形
成した位置決め孔７に嵌合する嵌合凸部18Ａを設け、この左右の嵌合凸部18Ａの間に磁石
部５を係止する磁石取付用係止部８を設けた構成とし、この磁石取付用係止部８は、磁石
部５の金属板５Ｂに設けた嵌合孔11に嵌合し得る突起状に形成した構成としている。
【００４９】
　このように、本実施例は、磁石部５によって吸着面となる測定基準面１をプレス加工時
の位置決め面として位置決め孔７を形成したので、この位置決め孔７は測定基準面１に対
する高さ方向の位置（測定基準面１からの距離）が常に一定になり、この測定基準面１に
対する高さ方向の位置（測定基準面１からの距離）が常に一定の位置決め孔７に磁石部係
止部材18を位置決め係止することで、磁石部係止部材18は、高さ方向の装着位置が測定基
準面１に対して常に一定の位置に係止されることになり、この磁石部係止部材18が測定基
準面１に対して高さ方向の位置が常に一定になることから、この磁石部係止部材18に設け
た磁石取付用係止部８も測定基準面１に対して高さ方向の位置が常に一定となり、この測
定基準面１に対して高さ方向の位置が一定な磁石取付用係止部８に磁石部５を係止するこ
とで、磁石部５（具体的には磁石部５の端部）の高さ方向の配設位置が測定基準面１に対
して常に一定となるように構成して構成して、水準器基体２を形成した際に、この水準器
基体２の測定基準面１を形成する当接部12の板厚が設計基準値に対して変動して厚め若し
くは薄めに形成されても、この板厚の変動に影響されることなく常に磁石部５の端部が測
定基準面１と面一状態に配設されるように構成している。
【００５０】
　その余の構成は実施例１と同様である。
【実施例３】
【００５１】
　本発明の具体的な実施例３について図８～図９に基づいて説明する。
【００５２】
　本実施例は、実施例１において、水準器基体２の測定基準面１を位置決め面として打ち
抜くプレス加工によって、磁石取り付け位置の基準となる位置決め孔７を気泡管配設用打
ち抜き部６とは別に形成し、この位置決め孔７を磁石取付用係止部８として、この磁石取
付用係止部８に磁石部５を係止する構成とした場合である。
【００５３】
　具体的には、水準器基体２は、磁石部５によって吸着面となる測定基準面１を位置決め
面として打ち抜くプレス加工によって、垂直板部13に測定用気泡管３を配設する気泡管配
設用打ち抜き部６と、この気泡管配設用打ち抜き部６とは別の部位に磁石取り付け位置の
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している。
【００５４】
　より具体的には、位置決め孔７でもある磁石取付用係止部８は、後述する磁石部５の係
止部５Ｃが嵌合し得る嵌合孔に形成した構成としており、本実施例では、磁石配設用打ち
抜き部14の左右両側に設けた構成としている。
【００５５】
　また、磁石部５は、永久磁石５Ａの両側に金属板５Ｂ（具体的には吸着力を増大させる
ために用いるヨーク）を設け、また、この金属板５Ｂの左右両側に磁石取付用係止部８に
嵌合係止し得る突起状の係止部５Ｃを設けた構成として、この磁石部５（金属板５Ｂ）に
設けた係止部５Ｃを位置決め孔７である磁石取付用係止部８に嵌合係止する構成としてい
る。
【００５６】
　このように、本実施例は、磁石部５によって吸着面となる測定基準面１をプレス加工時
の位置決め面として位置決め孔７を形成し、この位置決め孔７を磁石取付用係止部８とし
たので、この磁石取付用係止部８は、測定基準面１に対する高さ方向の位置（測定基準面
１からの距離）が常に一定になり、この測定基準面１に対する高さ方向の位置（測定基準
面１からの距離）が常に一定の磁石取付用係止部８に磁石部５に設けた係止部５Ｃを嵌合
係止することで、磁石部５（具体的には磁石部５の端部）の高さ方向の配設位置が測定基
準面１に対して常に一定となるように構成して、水準器基体２を形成した際に、この水準
器基体２の測定基準面１を形成する当接部12の板厚が設計基準値に対して変動して厚め若
しくは薄めに形成されても、この板厚の変動に影響されることなく常に磁石部５の端部が
測定基準面１と面一状態に配設されるように構成している。
【００５７】
　その余の構成は実施例１と同様である。
【００５８】
　尚、本発明は、実施例１～３に限られるものではなく、各構成要件の具体的構成は適宜
設計し得るものである。
【符号の説明】
【００５９】
　１　測定基準面
　２　水準器基体
　３　測定用気泡管
　４　磁石露出孔
　５　磁石部
　５Ａ　永久磁石
　５Ｂ　金属板
　５Ｃ　係止部
　７　位置決め孔
　８　磁石取付用係止部
　９　カバー部材
　11　係合部
　12　当接部
　18　磁石部係止部材



(10) JP 5721689 B2 2015.5.20

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(11) JP 5721689 B2 2015.5.20

【図５】 【図６】

【図７】

【図８】

【図９】



(12) JP 5721689 B2 2015.5.20

フロントページの続き

(56)参考文献  特開平１１－１７３８４３（ＪＰ，Ａ）　　　
              実開平０６－０２２９１３（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開平１１－１８３１７０（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０１Ｃ　　　９／２８　００－９／３６　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

